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(57)【要約】
【課題】ネジ固定することなく、ねじれ及びモーメント
の発生をなくし、回収できない位置に結露が発生しない
ようにすることができる空気調和機を提供することを目
的としている。
【解決手段】固定された据付板に掛けられる背面筐体と
、背面筐体の前面に装着される前面筐体と、前面筐体の
内部に収納される、前側が後側よりも質量の大きい逆Ｖ
字型の熱交換器と、熱交換器の少なくとも一方の側面に
取り付けられる熱交換器取付板と、背面筐体から熱交換
器取付板の内側と接するように突設された突設板と、を
備え、熱交換器取付板には、第一嵌合部が少なくとも二
つ以上設けられ、突設板には、熱交換器が前面筐体の内
部に収納された際に第一嵌合部と嵌合する第二嵌合部が
設けられているものである。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固定された据付板に掛けられる背面筐体と、
　前記背面筐体の前面に装着される前面筐体と、
　前記前面筐体の内部に収納される、前側が後側よりも質量の大きい逆Ｖ字型の熱交換器
と、
　前記熱交換器の少なくとも一方の側面に取り付けられる熱交換器取付板と、
　前記背面筐体から前記熱交換器取付板の内側と接するように突設された突設板と、を備
え、
　前記熱交換器取付板には、第一嵌合部が少なくとも二つ以上設けられ、
　前記突設板には、前記熱交換器が前記前面筐体の内部に収納された際に前記第一嵌合部
と嵌合する第二嵌合部が設けられている
　ことを特徴とする空気調和機。
【請求項２】
　前記第一嵌合部は、孔形状または凹形状に形成され、
　前記第二嵌合部は、前記孔形状または凹形状と嵌合する突起形状に形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項３】
　前記第一嵌合部は、突起形状に形成され、
　前記第二嵌合部は、前記突起形状と嵌合する孔形状または凹形状に形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の空気調和機。
【請求項４】
　前記熱交換器取付板が前記熱交換器の両方の側面に取り付けられた場合において、
　前記第一嵌合部及び前記第二嵌合部が両方の側面で対称となる位置に少なくとも二つ以
上設けられている
　ことを特徴とする請求項１～３のいずれか一項に記載の空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前側が後側よりも質量の大きい逆Ｖ字型の熱交換器を有し、熱交換器を支持
する背面筐体の固定と、熱交換器と背面筐体との隙間を塞ぐ機能を兼ね備えた部品を熱交
換器の側面に有した空気調和機に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　前側が後側よりも質量の大きい逆Ｖ字型の熱交換器において、背面筐体から熱交換器の
両側面を覆うように突設された左右一対の支持板のうち、一方には背面筐体に対して垂直
方向に長い小角柱状の突起部が、他方には背面筐体に対して水平方向に長い角孔が形成さ
れ、熱交換器の端板にはそれらに対応した突起部及び角孔が形成され、突起部と角孔とを
それぞれ嵌合することにより、熱交換器の前方倒れ込みを抑制する技術がある（例えば特
許文献１参照）。
【０００３】
　また、前部熱交換器及び後部熱交換器の両端部の側板が支持板上に載置された後、取付
具の前部遮風体と後部遮風体とが折曲部に配され、連結体のネジ挿通孔にネジが挿通し支
持板のネジ孔に螺合されて前部熱交換器と後部熱交換器とが支持板に載置固定されること
により、熱交換器の前方倒れ込みを抑制する技術がある（例えば特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－１７９９３１号公報（たとえば、［００１５］及び図１参
照）
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【特許文献２】特開２０００－２７７０４３号公報（たとえば、［００１４］及び図２参
照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術によれば、一方は背面筐体に対して平行且つ上下方向の動きを
、他方は背面筐体に対して垂直方向の動きを抑制することにより、熱交換器が前方に倒れ
込むことを抑制する機構である。そのため、熱交換器が前方に倒れ込んだ際、それぞれの
嵌合部を基点として回転が生じてしまい、その生じた回転の力により、ねじれ及びモーメ
ントが発生してしまう。
　ねじれ及びモーメントの発生により、熱交換器の構成部品である配管に不必要な応力が
発生してしまい、熱交換へ影響を及ぼすことが懸念されるという課題があった。
　また、ねじれにより熱交換器と背面筐体の間に隙間が生じ、熱交換器を通らず熱交換さ
れていない空気が空気調和機の内部に侵入して熱交換に悪影響を及ぼし、熱交換された空
気と熱交換されていない空気による温度差によって結露が発生してしまい、その結露を回
収できないという課題があった。
【０００６】
　また、特許文献２に記載の技術によれば、取付具を支持板にネジ固定することにより熱
交換器を支持板に固定しているため、熱交換器が前方に倒れ込むことはない。しかし、こ
の方法だと、ネジ部品やネジ締め工程の追加に伴いコストがアップしてしまう上、背面筐
体の強度アップやネジ留めのスペース確保という課題があった。
【０００７】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、ネジ固定することなく
、ねじれ及びモーメントの発生をなくし、回収できない位置に結露が発生しないようにす
ることができる空気調和機を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る空気調和機は、固定された据付板に掛けられる背面筐体と、背面筐体の前
面に装着される前面筐体と、前面筐体の内部に収納される、前側が後側よりも質量の大き
い逆Ｖ字型の熱交換器と、熱交換器の少なくとも一方の側面に取り付けられる熱交換器取
付板と、背面筐体から熱交換器取付板の内側と接するように突設された突設板と、を備え
、熱交換器取付板には、第一嵌合部が少なくとも二つ以上設けられ、突設板には、熱交換
器が前面筐体の内部に収納された際に第一嵌合部と嵌合する第二嵌合部が設けられている
ものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明に係る空気調和機によれば、組立時の工程や作業員、新たな固定用部品を増やす
ことなく、さらには組立作業性も変えることなく、熱交換器が前方に倒れ込むのを抑制す
ることができる。また、万が一熱交換器が前方に倒れ込んだ際でも、ねじれ及びモーメン
トの発生をなくすことができるため、熱交換への影響を軽減させられ、回収できない位置
に結露が発生しないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の形態に係る空気調和機の全体斜視図（前面意匠パネル開状態）で
ある。
【図２】本発明の実施の形態に係る空気調和機の断面図（前面意匠パネル閉状態）である
。
【図３】本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器と背面筐体とを組んだ状
態での右上斜視図である。
【図４】本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器と背面筐体とを組み付け
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られ、熱交換器側面カバーにより抑えられている状態での斜視図及び断面図である。
【図５】本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の右上斜視図である。
【図６】本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の左上斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の全体斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
実施の形態．
　図１は、本発明の実施の形態に係る空気調和機の全体斜視図（前面意匠パネル開状態）
、図２は、本発明の実施の形態に係る空気調和機の断面図（前面意匠パネル閉状態）、図
３は、本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器と背面筐体とを組んだ状態
での右上斜視図、図４は、本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器と背面
筐体とを組み付けられ、熱交換器側面カバーにより抑えられている状態での斜視図及び断
面図、図５は、本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の右上斜視図であ
る。
　以下、本発明の実施の形態を図１～図５に基づいて説明する。
【００１２】
　本実施の形態に係る空気調和機は、前面が開放された箱体状の背面筐体３に前面筐体１
が取り付けられ、さらに前面筐体１の前面に開閉回動自在の前面意匠パネル２が取り付け
られることにより外観を構成している。背面筐体３が壁や柱などに固定された据付板に掛
けられ、空気調和機全体が支持される。前面筐体１の天面には、吸込口１Ａが設けられて
いる。前面意匠パネル２の内側には、天面から前面にかけてフィルター２０が設けられて
いる。前面筐体１の前面の下部には、吹出口４が設けられており、風向上下変更板６を備
えている。また、吹出口４の内部には風向左右変更板５が設けられている。前面筐体１の
内部には、熱交換器３０と、熱交換器３０により熱交換された空気を吹出口４から室内に
送出する送風ファン７とが設けられている。熱交換器３０は、送風ファン７の一部を囲む
ように前側が後側よりも質量の大きい逆Ｖ字型に配置されている。
【００１３】
　熱交換器３０の右側面には熱交換器取付板（右）３１が組み付けられており、熱交換器
取付板（右）３１は孔形状の第一熱交換器孔形状嵌合部３１Ａと同じく孔形状の第二熱交
換器孔形状嵌合部３１Ｂとを備えている。
　また、背面筐体３から熱交換器取付板（右）３１の内側と接するように突設された突設
板３Ｄには、背面筐体３に対して平行且つ左右方向に突起した突起形状の第一熱交換器突
起形状嵌合部３Ａと、同じく突起形状の第二熱交換器突起形状嵌合部３Ｂとが設けられて
いる。この突設板３Ｄは、送風ファン７の右側面と熱交換器取付板（右）３１との間に位
置しており、熱交換器３０を保持している。なお、突設板３Ｄの形状は、熱交換器３０を
保持できるような形状であればよい。大きさ、厚みについても同様である。
　また、熱交換器３０の後側の傾斜部には背面熱交取付板３２が組み付けられており、背
面熱交取付板３２の一部である背面熱交嵌合部３２Ａを覆うような、熱交換器リブ形状嵌
合部３Ｃが背面筐体３に設けられている。
【００１４】
　第一熱交換器孔形状嵌合部３１Ａと第一熱交換器突起形状嵌合部３Ａとを嵌合すること
により背面筐体３に対して垂直方向の動きを抑制し、第二熱交換器孔形状嵌合部３１Ｂと
第二熱交換器突起形状嵌合部３Ｂとを嵌合することにより背面筐体３に対して平行且つ上
下方向の動きを抑制している。それら二箇所の嵌合部で背面筐体３に対して垂直方向及び
平行方向の動きを抑制することにより、熱交換器３０の右側が前方に倒れ込むことを抑制
している。
　また、背面熱交取付板３２の一部である背面熱交嵌合部３２Ａを覆うように熱交換器リ
ブ形状嵌合部３Ｃを勘合している。さらに、第一熱交換器孔形状嵌合部３１Ａと第一熱交
換器突起形状嵌合部３Ａとを覆うように熱交換器３０の側面に熱交換器側面カバー１０を
組み付けている。それらによって、熱交換器３０の壁に対して平行且つ左右方向の動きを
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抑制している。
【００１５】
　以上のように、背面熱交嵌合部３２Ａを覆うように熱交換器リブ形状嵌合部３Ｃを勘合
し、熱交換器３０の側面に熱交換器側面カバー１０を組み付けることにより熱交換器３０
が壁に対して平行且つ左右方向に動くのを抑制できる。
　また、背面筐体３から熱交換器取付板３１（右）の内側と接するように突設された突設
板３Ｄに、図３における、互いに間隔の開いた第一熱交換器突起形状嵌合部３Ａと第二熱
交換器突起形状嵌合部３Ｂのような位置に、背面筐体３に対して平行且つ左右方向に突起
した形状の嵌合部を少なくとも二つ設け、熱交換器取付板（右）３１のそれらに対応した
位置に孔形状又は凹形状の嵌合部を設ける。それらを勘合させることにより、背面筐体３
に対して垂直方向の動き及び平行且つ上下方向の動きを抑制できる。
　背面筐体３に対して垂直方向の動き及び平行且つ上下方向の動きを抑制することによっ
て、熱交換器３０が前方に倒れ込むことを抑制でき、背面筐体３からの浮きも抑制できる
。
【００１６】
　また、背面筐体３に対して平行且つ上下方向の動きを抑制する突起形状の嵌合部（３Ａ
）と垂直方向の動きを抑制する突起形状の嵌合部（３Ｂ）を同じ一側面（板）に設けるこ
とにより、万が一熱交換器が前方に倒れ込んだ場合でも、それぞれの嵌合部を基点として
回転が生じないため、熱交換器３０の回転を防ぎ、ねじれやモーメントの発生も防ぐこと
ができる。その結果、熱交換器３０を通らず熱交換されていない空気が空気調和機の内部
に侵入して熱交換に悪影響を及ぼし、熱交換された空気と熱交換されていない空気による
温度差によって結露が発生してしまうという事態を回避することができる。
　また、ネジ固定ではないため、ネジ部品やネジ締め工程の追加に伴うコストがかからな
くて済み、背面筐体３の強度アップやネジ留めのスペース確保の必要もない。
　よって、ネジ固定することなく、ねじれ及びモーメントの発生をなくし、回収できない
位置に結露が発生しないようにすることができる空気調和機における熱交換器の前方倒れ
込み抑制機構が実現可能となる。
【００１７】
　本実施の形態では、背面筐体３から突設された板に突起形状の第一熱交換器突起形状嵌
合部３Ａ及び第二熱交換器突起形状嵌合部３Ｂが設けられており、熱交換器取付板３１（
右）に孔形状の第一熱交換器孔形状嵌合部３１Ａ及び第二熱交換器孔形状嵌合部３１Ｂが
設けられているが、これは熱交換器３０を背面筐体３に組み付ける作業性と、背面筐体３
を成形する金型の構造の都合によるものである。それらに支障がなければ、第一熱交換器
突起形状嵌合部３Ａや第二熱交換器突起形状嵌合部３Ｂのような突起形状の嵌合部と第一
熱交換器孔形状嵌合部３１Ａや第二熱交換器孔形状嵌合部３１Ｂのような孔形状の嵌合部
を、樹脂部品、板金部品、背面筐体、熱交換器取付板のどれに設けるかの制約はない。
　例えば、本実施の形態とは逆で、第一熱交換器突起形状嵌合部３Ａ及び第二熱交換器突
起形状嵌合部３Ｂの位置に孔形状の嵌合部を、第一熱交換器孔形状嵌合部３１Ａ及び第二
熱交換器孔形状嵌合部３１Ｂの位置に突起形状の嵌合部を設けるのでもよい。
　また、本実施の形態では突起形状嵌合部と孔形状嵌合部の数を同数（ともに二つ）とし
たが、少なくとも二つ以上であれば異なっていてもよい。
【００１８】
　本実施の形態では、突起形状及び孔形状は熱交換器の右側に設けられているが、熱交換
器の左側に設けてもよいし、左右の両側に設けてもよい。ただし、左右の両側に設ける場
合は、左右対称となる位置に設ける必要がある。左右非対称となる位置に設けてしまうと
、熱交換器が前方に倒れ込んだ際、熱交換器３０に回転が生じ、ねじれやモーメントが生
じ、配管などに不必要な応力が掛かってしまい、熱交換不良や回収できない位置への結露
の発生などの不具合に至ってしまうためである。
【００１９】
　図６は、本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の左上斜視図、図７は
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、本発明の実施の形態に係る空気調和機における熱交換器の全体斜視図である。
　本実施の形態では、熱交換器３０の右側に組み付けられる熱交換器取付板３１（右）は
、熱交換器３０の製作工程の都合上、配管類の溶接が必要であり、熱で溶けてしまう樹脂
ではなく、板金で形成されている。一方、熱交換器３０の左側に組み付けられる熱交換器
取付板（左）３３は、板金で形成してもよいが、配管類の溶接が不要なため、樹脂で形成
してもよい。その場合、板金よりも複雑な形状を形成でき、背面筐体３にはネジを用いて
固定できる。これにより、熱交換器３０の壁と平行方向の動きと前方への倒れ込みは、板
金で形成された右側よりも強固に抑制できる。
【００２０】
　図３及び図５において、背面筐体３における熱交換器リブ形状嵌合部３Ｃ付近をネジ固
定可能なボス形状に変更し、さらに背面熱交取付板３２における背面熱交嵌合部３２Ａ付
近や熱交換器取付板３１における同様の位置をネジ固定可能な孔や受け形状に変更するこ
とで、熱交換器３０と背面筐体３をネジ固定可能である。これにより、熱交換器取付板３
３（左）と背面筐体３とをネジで固定しているのと同様の強固な取付が可能である。
【００２１】
　ただし、ネジ追加による部品点数の増加、生産ラインにおける工程や作業員の増加など
によるコストアップが懸念される。また、生産ラインにおいてネジ留めをする際、ネジ留
め位置が作業者の死角になってしまい、ネジ留めし難いことが懸念される。そのため、コ
ストや生産上の都合を考慮して対応する必要がある。
【符号の説明】
【００２２】
　１　前面筐体、１Ａ　吸込口、２　前面意匠パネル、３　背面筐体、３Ａ　第一熱交換
器突起形状嵌合部、３Ｂ　第二熱交換器突起形状嵌合部、３Ｃ　熱交換器リブ形状嵌合部
、３Ｄ　突設板、４　吹出口、５　風向左右変更板、６　風向上下変更板、７　送風ファ
ン、１０　熱交換器側面カバー、２０　フィルター、３０　熱交換器、３１　熱交換器取
付板（右）、３１Ａ　第一熱交換器孔形状嵌合部、３１Ｂ　第二熱交換器孔形状嵌合部、
３２　背面熱交取付板、３２Ａ　背面熱交嵌合部、３３　熱交換器取付板（左）。
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